
重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援事業　事務・手続フロー

支援事業者は、支援内

容の記録書類を5年間

保存

利用決定内容に変更が

生じた場合は、利用変

更申請書（様式3）を提

出させる

利用者は負担割合証に

記載の負担割合に応

じ、事業費の10分の1又

は10分の2を支払う。市

はその残額を、請求の

あった日から30日以内

に支払う。

利用決定取消事項に該

当する事が生じた場合

には、利用決定を取消

し、取消通知書（様式5）

を利用者に交付する

1日あたりの支援時間に

制限有り

一年度内に原則１回申

請可能

利用者において、支援

事業所との契約締結及

び医療機関との確認書

取交しが必要なことを、

申請時に伝える

利用者

訪問介護事業者（所）

介護保険課 業務詳細医療機関

利用申請書

（様式1）の提出

契約の締結

利用申請書

の受理

入院決定

支援者派遣

の打診

利用決定（却下）

通知書（様式2）

の発行

利用の決定

支援者派遣

の打診

起案・決裁

支援開始

契約内容に

基づき、支援者

を派遣

実績管理表に

支援時間等を

記録（様式7）

退　院

入　院

利用料の請求

及び必要書類提出

自己負担分の

支払

市負担分の支払

・支援事業費請求

書（様式6号）

・実績管理表

（様式7）

・利用契約書写し

・利用者に交付し

　た領収書写し

支援終了

利用者及び事業者と

の間で、支援に係る

確認書の取交わし

（厚労省通知による）


